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◆
通
信
制
過
程
は
自
宅
で
の
自
学

自
習
が
基
本
で
す
。

　
通
信
制
で
は
、
次
の
よ
う
な
学

習
方
法
で
高
校
の
卒
業
資
格
が
取

れ
ま
す
。

①
教
科
書
や
学
習
書
を
参
考
に
し

な
が
ら
自
宅
で
レ
ポ
ー
ト
を
作

成
・
添
削
指
導
を
受
け
る
。

②
日
曜
日
に
は
、
授
業
形
式
で
先

生
か
ら
指
導
を
受
け
る
ス
ク
ー

リ
ン
グ
を
実
施
。（
水
曜
日
は

補
充
日
）

③
前
期
・
後
期
の
最
後
に
、
そ
れ

ま
で
に
学
習
し
た
レ
ポ
ー
ト
の

ま
と
め
と
し
て
テ
ス
ト
を
実
施
。

④
決
め
ら
れ
た
回
数
の
ス
ク
ー
リ

ン
グ
を
受
け
、
締
め
切
り
ま
で

に
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
、
テ
ス

ト
に
合
格
す
れ
ば
単
位
認
定
。

　
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
必
履
修

科
目
を
含
め
て
、

７４
単
位
以
上
単

位
取
得
で
き
れ
ば
高
校
の
卒
業
資

格
が
得
ら
れ
ま
す
。
３
年
間
で
卒

業
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
現
在
、
１５
歳
〜
６０
歳
代
の
生
徒

が
在
学
し
て
い
ま
す
。

　
遠
足
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
生

徒
会
を
中
心
に
し
た
学
校
行
事
や

自
主
的
な
部
活
動
な
ど
、
生
徒
同

士
の
交
流
も
行
っ
て
い
ま
す
。

◆
納
入
金
は
、
教
材
や
諸
経
費
と

し
て
年
間
で
約
４
万
２
千
円
で

す
。

◆
入
学
者
選
抜
に
つ
い
て

【
入
学
定
員
】
１
０
０
人

【
入
学
資
格
】

　
中
学
校
を
卒
業
し
た
方
、
ま
た

は
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
学
力
の

あ
る
方

【
出
願
期
間
】

・
前
期
１
次

 
３
月
７
日（
月
）〜
９
日（
水
）

・
前
期
２
次

 
３
月

２２
日（
火
）〜

２３
日（
水
）

・
後
期

 
９
月
５
日（
月
）〜
７
日（
水
）

【
入
学
選
考
】

 
書
類
審
査
、
面
接
な
ど

【
入
学
式
】

・
前
期
　
４
月

１０
日（
日
）

・
後
期
　

１０
月
２
日（
日
）

○
お
問
い
合
わ
せ

 
大
方
高
等
学
校
通
信
制
教
頭

 
中
津
吉
弘

蕁
４
３
―
１
０
７
９

蕭
４
３
―
１
３
７
９

 ◆
所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
、３
月

１５
日（
火
）ま
で
に

　
平
成

２２
年
分
所
得
税
確
定
申
告

の
税
務
署
に
お
け
る
申
告
相
談
お

よ
び
確
定
申
告
書
の
受
付
は
、
２

月
１６
日（
水
）か
ら
３
月

１５
日（
火
）

ま
で
で
す
。

　
確
定
申
告
書
の
提
出
は
、
郵
送

ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱

投
函
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

※
期
限
を
過
ぎ
て
申
告
や
納
税
を

さ
れ
ま
す
と
、
本
税
の
ほ
か
に

加
算
税
や
延
滞
税
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
申
告
と
納
税
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

◆
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
、

３
月
３１
日
（
木
）ま
で
に

　
次
の
方
は
、
消
費
税
の
確
定
申

告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
平
成

２０
年
中
の
課
税
売
上
高
が

１
千
万
円
を
超
え
る
方

・
平
成

２０
年
中
の
課
税
売
上
高
が

１
千
万
円
以
下
で
、
平
成

２１
年

１２
月

３１
日
ま
で
に
「
消
費
税
課

税
事
業
者
選
択
届
出
書
」
を
提

出
し
て
い
る
方

※
平
成

１９
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
千
万
円
を
超
え
る
方
は
、
平

成
２２
年
中
に
課
税
売
上
や
課
税

仕
入
れ
が
あ
る
場
合
、
当
該
課

税
売
上
高
が
１
千
万
円
以
下
で

あ
っ
て
も
消
費
税
な
ど
の
確
定

申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
贈
与
税
の
申
告
と
納
税
は
、３
月

１５
日（
火
）ま
で
に

　
平
成

２２
年
１
月
１
日
か
ら

１２
月

３１
日
ま
で
の
１
年
間
に
、
個
人
か

ら
貰
っ
た
財
産
の
価
値
が
１
１
０

万
円
を
超
え
る
と
、
贈
与
税
の
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
窓
口
で
の
申
告
は
、
２
月
１
日

（
火
）か
ら
３
月

１５
日（
火
）ま
で
で

す
。

※
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に

つ
い
て
、
「
相
続
時
精
算
課
税

制
度
」
の
適
用
を
受
け
る
場
合

や
「
住
宅
取
得
等
資
金
の
非
課

税
制
度
」
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
申
告
期
限
ま
で
に
贈

与
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
株
式
な
ど
を
売
っ
た
と
き
は
？

　
株
式
な
ど
を
お
売
り
に
な
っ
た

方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
証
券
会
社
を
通
じ
て

特
定
口
座
に
お
け
る
源
泉
徴
収
を

選
択
し
た
場
合
に
は
、
申
告
を
不

要
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
「
上
場
株
式
等
に
係
る

譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
」
の
適
用

を
受
け
る
た
め
に
は
、
「
所
得
税

の
確
定
申
告
書
付
表
（
上
場
株
式

等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
用
）」

を
添
付
し
た
確
定
申
告
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

◆
振
替
納
税
制
度
の
ご
利
用
を

　
所
得
税
や
個
人
事
業
者
の
消
費

税
な
ど
の
納
税
の
方
法
に
、
振
替

納
税
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
金

融
機
関
の
預
貯
金
口
座
か
ら
振
替

に
よ
っ
て
納
税
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
納
期
限
を
忘
れ
る
こ

と
な
く
大
変
便
利
な
た
め
、
ご
利

用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
こ
の
制
度
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
税
務
署
ま
た
は
預
貯
金
先

の
金
融
機
関
に
「
預
貯
金
口
座

振
替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
利

用
を

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
書
の

作
成
が
で
き
ま
す
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定

申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
所

得
税
、
贈
与
税
お
よ
び
個
人
事
業

者
の
消
費
税
な
ら
び
に
地
方
消
費

税
の
申
告
書
な
ど
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
作
成
し
た
申
告
書
は
、
イ
ン
タ

募
 

集

高
知
県
立
大
方
高
等
学
校
通

信
制
で
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

お
し
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ


